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 特定非営利活動法人 東京コミュニティスクール  

１ 事業実施の方針 

 ２４年４月からスタートした家庭向け・民間の学び場情報提供窓口「ラーニング・リエゾンセンター」

の問い合わせ受付がはじまり、実際に相談をしたい保護者の方との面談を実施している。当スクールが参

画する東京都フリースクール等ネットワークで得てきたノウハウや情報、コミュニティが「ラーニング・

リエゾンセンター」を通じて出会う様々な悩みを抱えた保護者の方や児童や生徒との対話に活きている。

子どもたちが多様な学び場を当たり前に選択できる環境を創るべく、課題などを事業に活かしていく。 

 当スクールは一学年９名が定員のマイクロスクールであるが、編入の問い合わせは年々低年齢化し、ま

た問い合わせ数も増えている。上記事業の他、二校目の教育理念として「歩止歩止（ほどほど）」を掲げ、

より多くの子どもたちの多様な学びの場を実現するべく、組織体制を整えていきたい。教育現場の支えと

なる子どもたちの学びを支えるスタッフの確保や増員、２つのスクールを運営するための事務局を含めた

組織体制などが具体的に今年度中に実施したい施策である。 

 ８月にはスクール設立から２０周年を迎え、たくさんの卒業生を社会に送り出してきたが、次の２０年

に向けても変わらないのは「我々は変わり続けること」であると再認識した。スクールの運営方法やイベ

ントなども含め、現状に満足せず、状況を見据えながら日々変化することに挑戦し続ける組織運営をめざ

していきたい。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

子どもを対象と

したスクール運

営事業 

幼児・小学生を対象としたコミュ

ニティスクールでの教育活動 
年間 法人事務所 22人 

ｽｸｰﾙ児童・卒

業生・保護者 

約340名 

58,031 

教育プログラム

の研究開発事

業 

教育メソッドの研究開発とプラット

フォームの構築 
年間 法人事務所 13人 

児童・保護者 

教育関係者 

不特定多数 

1,200 

教育人材育成

事業 
教育インターンシップの受入等 随時 法人事務所 11人 

10名（対象は

学生全般） 
120 

大人を対象と

した学びの機

会提供事業 

学校説明会、学校見学日、公開

イベント等の開催、視察研修 
年52回 

法人事務所ほ

か 
17人 

一般・保護者

など 

のべ約1350名 

347 

普及啓発事業 ワークショップの開催 年３回 
オンライン・法

人事務所 
9人 

主に教育関係

約60名 
100 

普及啓発事業 
イベント、ホームページ、SNS、W

eb広告による活動内容の紹介 
随時 法人事務所 11人 

一般市民 

不特定多数 
50 

学びの多様化

支援事業 

公教育以外の学びを安心して選

択できる社会に向けた活動 
年間 法人事務所 3人 

一般市民 

不特定多数 
3,992 

 
 


